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2021-2022 評価額通知 
  
2021年 7月   
 
   
親愛なるサンフランシスコ資産所有者の皆様へ 

 

2021 年 1 月 1 日現在のあなたの所有物件の評価額をここにお知らせします。純評価額は、11 月 1 日までに郵送されるあなたの 2021-

2022 年の資産税請求書の元となる物です。  

 
 
 
 
 
 
 

A 2021-2022 考慮基準年額（住民投票事項 13 ） 

B 2021-2022 進行中の新建設（+）  

C 2021-2022 不動産課税対象額 

D 2021-2022 個人資産/ 不動産 

E 2021-2022 免除 

F 2021-2022 純評価額 

 

あなたの評価額は、以下の理由により前年度から変更されている可能性があります: 

1. 住民投票事項 13 の下で許される 2％までのインフレ上昇。本年度のインフレ要因は 1.036%パーセントです。 

2. あなたの所有物件の全部または一部の所有権の変更。 

3. リモデリング、増築などを含む新規建設。（B 線は、2021 年 1 月 1 日時点の進行中の新建設プロジェクトの査定

です。） 

4. 経済状態、火災被害、または他の災難に起因する前年の一時的な減少からの考慮基準年額の回復。 

 

これは情報提供のための手紙で、いかなる行動もとる必要はありませんが、2021 年 1 月 1 日のあなたの所有物件の市場価格が上記[C

行]の 2021-2022 の固定資産課税価格より少ないとお考えの場合、2021 年 7 月 2 日より 2021 年 9 月 15 日の締め切りまでに評価上訴委

員会に正式に異議を申し立てることができます（詳細は裏面を参照）。 

 

よくある質問に対する回答は、本通知書の裏面に設けられています。さらにご質問がある場合は、当方のウェブサイト 

www.sfassessor.org をご覧いただくか、3-1-1 にお電話いただき、サンフランシスコのワンストップ 311 カスタマーサービスセンタ

ーを通じてご連絡（サンフランシスコの 415 市外局番内）、または 415-701-2311 にお電話ください（サンフランシスコ外）。 

 

 

 

 

敬具 

 
 
 
査定／記録係 

 
 

市役所窓口: 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place 
Room 190, San Francisco, CA 94102-4698 
www.sfassessor.org |  assessor@sfgov.org 

 

所有物件場所 
 

街区区画  
 

  

税支払い請求書ではありません 
年度通知のみ 

住宅所有者控除のお知らせ 
あなたがあなたの主な住居としてこの

資産を所有し、占有している場合は、

住宅所有者控除の資格を有する場合が

あります。あなたは、カリフォルニア

州での住宅所有者控除を一つのみ許可

されています。あなたに資格があり、

基礎控除額がこの欄に記載されていな

い場合は、住宅所有者免除請求フォー

ムを記入して提出してください。（詳

細については裏面を参照。） 

本通知の翻訳はこちらにあります: 
 
Esta carta y formulario está disponible en español.www.sfassessor.org/forms-spanish   
 

此信件和申報表的內容有中文版本。www.sfassessor.org/forms-chinese 
 

Ang sulat at form na ito ay available sa Filipino. www.sfassessor.org/forms-tagalog   
 
 

http://www.sfassessor.org/
http://www.sfassessor.org/
mailto:assessor@sfgov.org
http://www.sfassessor.org/forms-spanish
http://www.sfassessor.org/forms-chinese
http://www.sfassessor.org/forms-tagalog


評価額 税率 産税 

$8,388.80 $700,000 0.011984 
 

よくある質問 (FAQs) 

Q1. 私の財産評価額はどのように決定されま

すか？ 

 

1978年、州の資産税法を統制する住民投票事

項 13がカリフォルニア州で可決されました。

通常、この法律のもとでは、基準年値はあなた

が資産を購入するとき、または新規の建設を完

了したときに設定されます。この値は、あなた

の継続的な年次査定を計算するための出発点と

して使用されます。 

 

基準年値が設定されたあと、年間上昇 2%以下

の制限内で毎年インフレ調整されています（例

えば、会計年度 2021-2022年度のインフレ率は

2.0%）。この調整値は、「考慮基準年額」と言
われています。また以下の場合、基準年値が調

節される場合があることを覚えておいてくださ

い。 

 

♦ 物件の所有権の変更、または 

 
♦ 新規の建設活動（新規建設には新規の

建物の建設、リモデリング、増築、等
を含みます。） 
 

通常、考慮基準年額から資格のある控除を差
し引いたものがあなたの資産税の算出に使用
される純評価額です。  

Q4. 私の資産税をどのように算出すればいい

ですか？ 

 

あなたの純評価額は、あなたの資産税の支払

責任額ではありません。 

あなたの資産税は通常、純評価額に年間税率

をかけて算出します。 

以下の計算式をご覧ください： 

 

現在の会計年度の税率は、監督委員会によっ

てまだ決定されていません。 

しかし、純評価額に 1.1984%の昨年の税率をか

けることによって、税額を見積もることが出

来ます。 

 

たとえば、純評価額が 700,000ドルの場合、

あなたの資産

税
は、約 8,388.80ドルです。 

 

支払うべき資 

この額に加えて、さらに特殊

課税/料金/抵当があなたの税請求に含まれる

場合があることをご留意ください。 
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$8,304.91 
 

($700,000 - $7,000) 0.011984 

Q2.  なぜ私の最近の購入価格、または新しい

建設の付加価値が評価額に反映されていない

のですか？ 

 

よくある理由としては、当期税金サイクルのあ

なたの評価額がまだ更新されておらず、変更を

反映していない場合があります。あなたのケー

スを処理して、評価の更新を含む記録の変更の

後、当方は補足と／または／遺脱評価査定の通

知をあなたに発行します。この手紙は、以前の

価値と、購入時の市場価格またはあなたの新規

建設の市場価格との違いを通知します。その

後、その値の違いを埋め合わせるため、出納、

税務課（別々の事務所）の事務所から、対応す

る税請求書を受け取ります。 

 

注：出納、収税局から請求された税金を支払

ってください。支払わない場合は、罰則を受

けることがあります。記録にまだ反映されて

いない税の増加の支払いのために。必ず資金

を割り当ててください。 

 

Q5. 住宅所有者の免除とは何ですか？ 私の税

請求額は減りますか？ 

 

主住居として物件を所有し、占有する場

合、あなたは住宅所有者の免除の資格があ

る場合があります。 

 

住宅所有者の免除は、あなたの評価額から

の 7,000 ドルの控除で、支払われるべき

あなたの資産税からでありません。上記の

例では、あなたに免除資格があった場合、

あなたの評価額は 693,000 ドル

($700,000-$7,000)まで下がり、83.89ドル

の節約が期待できます。 

 

あなたに資格があり、免除額が始めのページ

に記載されていなければ、当方のウェブサイ

トから住宅所有者の免除請求の書式をダウン

ロードしてください。(www.sfassessor.org). 

Q3. 査定・記録局と、出納、収税局の違いは

何ですか？ 

 

査定・記録局は、あなたの資産の評価額の決定を

担当します。 

 

出納、収税局は別の組織で、税請求書の郵送、支

払いの徴収、罰則の適用、そして払い戻しの発行

を担当します。 

 

Q6. 私が評価額に同意しない場合は？ 

 

2021年 7月 2日から 2021 年 9月 15日の最終

期限まで、あなたは評価上訴委員会（監督委

員会によって指名された独立した審査委員

会）に正式な訴えを提出することができま

す。. 

 

出願情報は、評価上訴委員会の事務官から得

られます。 Clerk of the Assessment 

Appeals Board, City Hall – Room 405, 1 

Dr. Carlton B. Goodlett Place, San 

Francisco, CA 94102 or by visiting 

www.sfgov.org/aab.  
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